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内  容 備  考 

第１ 総説 

 

 

１．本通知要領について 

本通知要領は、振替受益権の発行者が、振替受益権に係る受益証券

発行信託に係る契約の変更その他の規則で定める事項について、決定

等を行った場合又は当該通知事項が生じた場合に、その内容を機構に

通知しなければならないときの具体的な通知方法等を定めています。 

 

※ 「株式等の振替に関

する業務規程」第 12

条第１項、「株式等の振

替に関する業務規程施

行規則」第６条及び「株

式等振替制度に係る業

務処理要領」第１章第

２節をご参照くださ

い。 

  

２．通知方法 

振替受益権の発行者の決定等の通知は、Targetほふりサイトを用い

て行ってください。Targetほふりサイトによる具体的な通知方法は、

以下の２つです。 

 

（１）開示資料の代用による通知 

適時開示資料の記載対象となる内容については、適時開示を行い、

Targetほふりサイトの書類提出画面の備考欄に当該開示資料の標題

及び開示日時を記載する方法により、機構に対し通知いただくことが

可能です。なお、書類提出画面から開示資料をアップロードいただい

ても構いません。 

 

 

 

 

（２）所定の書式の提出による通知 

適時開示資料の記載対象とならない内容については、機構が定める

所定の書式に通知内容を記載し、当該ファイルを添付して通知してく

ださい。所定の書式は、機構のホームページから取得できます。 

  

なお、Targetほふりサイトへのログインは、振替受益権の発行者と

して付与された Target ID（LCで始まる ID）により行ってください。 

 

 

 

 

 

 

※ 所定の書式に開示資

料の標題及び開示日時

を記載して通知いただ

くことも可能です（書

式に開示資料について

記載する項目がない場

合には、「添付書類等」

の欄に記載してくださ

い。）。 

 

 

 

 

 

 

  

３．通知すべき時期 

（１）適時開示等の対象となる通知事項 

適時開示又は法定公告の対象となる通知事項については、適時開

示又は法定公告後、速やかに通知を行ってください。 

 

（２）適時開示等の対象とならない通知事項 

適時開示又は法定公告の対象とならない通知事項については、決

定等を行った後又は当該通知事項が生じた後、速やかに通知を行っ

てください。 

※ 特段の事情等により

機構に対し速やかな通

知が困難な場合には、

事前にご相談くださ

い。 

 

 

 

  

４．通知の変更・訂正・取消し 

（１）通知の変更又は訂正 

機構に対し通知した事項について、変更又は訂正を行う場合には、

 

 

※ 通知書式「発行者の
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速やかに、所定の書式に、変更又は訂正の内容を記載して通知して

ください。 

 

 

（２）通知の取消し 

機構に対し通知した事項について、取消しを行う場合には、速やか

に、所定の書式に、取消しを行う旨を記載して通知してください。 

 

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

５．Targetほふりサイトによる通知の責任 

  Targetほふりサイトにより通知する内容については、通知を行った

振替受益権の発行者の責任となります。 

 Target IDの悪用等により、通知が不正に行われた場合であっても、

機構は正当な通知として取り扱います。 

 

  

６．障害発生時の取扱い 

  通信回線又は Targetシステムの障害により、Targetほふりサイトに

よる通知ができない場合には、障害復旧までの間、Fax又は書面による

一時的な通知が必要となります。一時的な通知を行った場合には、障

害復旧後、改めて Targetほふりサイトによる通知が必要となります。 

 

  

第２ 振替受益権の発行者の通知事項 

 

 

１．振替受益権の発行 

振替受益権の発行（追加発行を行う場合を除きます。）を決定した場

合には、原則として金融商品取引所が上場承認を公表した日に、所定

の書式に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「新規取扱銘柄の発行」

となります。） 

  

（１）通知項目 

 ａ 「発行者の決定事項等の通知（受益権の新規発行）」に記載する

通知項目 

（ａ）発行する受益証券発行信託の受益権の銘柄及び証券コード 

（ｂ）発行者兼受託者の商号又は名称 

（ｃ）受益者名簿管理人（指定株主名簿管理人等である者に限る。）

の商号又は名称 

（ｄ）振替受益権に係る受益証券発行信託の当初設定日 

（ｅ）受益証券発行信託の計算期日 

（ｆ）受益証券発行信託に係る契約の期間 

（ｇ）金融商品取引所における振替受益権の売買単位 

（ｈ）指定転換請求者の商号又は名称 

（ｉ）上場する金融商品取引所 

（ｊ）発行する振替受益権の数 

（ｋ）調整受益権数（発行者分）の記録先口座 

（ｌ）法人番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （ａ）から（ｌ）ま

での通知については、

通知書式「発行者の決

定事項等の通知（受益

権の新規発行）」（ST96

-01） 

※ 振替受益権の発行者

が複数いる場合には、

いずれかの発行者のみ

が通知項目及び添付書

類の通知又は届出を行

ってください。 
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内  容 備  考 

ｂ 「銘柄情報通知フォーマット」に記載する通知項目 

振替受益権の公示の内容 

 

 （２）添付する書類 

ａ 受益証券発行信託に係る契約 

 

２．受託者の任務の終了事由の発生 

  受託者の任務の終了事由（信託法第 56条第１項各号に掲げる事由を

いいます。）が発生した場合には、所定の書式に次の通知項目を記載し、

通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。）  

 

（１）通知項目 

  ａ 受託者の任務の終了事由 

  ｂ 受託者の任務の終了事由の発生日 

 

（２）添付する書類 

   受託者の任務終了及び終了事由等が分かるもの（プレスリリー

ス等） 

 

３．新受託者の選任 

新受託者の選任を決定した場合には、所定の書式に次の通知項目を

記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

ａ 受託者の変更日 

  ｂ 前受託者の商号又は名称 

  ｃ 新受託者の商号又は名称 

 

（２）添付する書類 

 ａ 新受託者の選任が行われた旨及びその内容が分かるもの（プレ

スリリース等） 

ｂ 受託者変更後の受益証券発行信託に係る契約 

 

４．振替受益権の併合 

振替受益権の併合を決定した場合には、所定の書式に次の通知項目

を記載し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

（１）通知項目 

  ａ 併合に係る振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｂ 減少比率（受益権の併合後の振替受益権の数／受益権の併合前

の振替受益権の数） 

ｃ 効力発生日 

ｄ 振替受益権の併合に係る権利確定日 

ｅ 振替受益権の併合に係る手続日程 

 

（２）添付する書類 

※ 届出書面「銘柄情報

通知フォーマット」（ST0

7-03） 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 
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 振替受益権併合の内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

 

５．振替受益権の分割 

  振替受益権の分割を決定した場合には、所定の書式に次の通知項目

を記載し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

（１）通知項目 

ａ 分割に係る振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｂ 増加比率（受益権の分割後の振替受益権の数／受益権の分割前

の振替受益権の数） 

ｃ 効力発生日 

ｄ 振替受益権の分割に係る権利確定日 

ｅ 振替受益権の分割に係る手続日程 

 

（２）添付する書類 

   振替受益権分割の内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

６．信託の併合 

信託の併合を決定した場合には、所定の書式に次の通知項目を記載

し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

（１）通知項目 

 ａ 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する

振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｂ 従前の信託の振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｃ 割当比率（ａの振替受益権の総数／ｂの振替受益権の総数） 

ｄ 信託の併合の日程 

ｅ 信託の併合がその効力を生じる日 

ｆ 全部抹消する日【振替受益権でない受益権を交付するときのみ】 

ｇ ａの振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生じるもの

の総数及び受益権の内容【振替受益権である受益権を交付するとき

のみ】 

ｈ 一の従前の信託の受益権が振替受益権でない場合において、受

託者が信託の併合に際して、当該従前の信託の受益者に対し振替受

益権を交付するときは、その旨 

 

（２）添付する書類 

信託の併合の内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

７．吸収信託分割 

  吸収信託分割を決定した場合（交付する承継信託の受益権が振替受

益権である場合に限ります。）には、所定の書式に次の通知項目を記載

し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 
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（１）通知項目 

ａ 分割信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振

替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｂ 分割信託の振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｃ 割当比率（ａの振替受益権の総数／ｂの振替受益権の総数） 

ｄ 吸収信託分割の日程 

ｅ 吸収信託分割がその効力を生じる日 

ｆ ａの振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるもの

の総数及び受益権の内容 

 

（２）添付する書類 

吸収信託分割の内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

８．新規信託分割 

新規信託分割（交付する新規信託分割後の新たな信託の受益権が振

替受益権である場合に限ります。）を決定した場合には、所定の書式に

次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

（１）通知項目 

ａ 従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する

振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｂ 従前の信託の振替受益権の銘柄及び銘柄コード 

ｃ 割当比率（ａの振替受益権の総数／ｂの振替受益権の総数） 

ｄ 新規信託分割の日程 

ｅ 信託の分割がその効力を生じる日 

ｆ ａの振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるもの

の総数及び受益権の内容 

 

（２）添付する書類 

新規信託分割の内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

９．受益証券発行信託に係る契約の変更 

  受益証券発行信託に係る契約の変更を決定した場合には、所定の書

式に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「信託契約の変更」とな

ります。） 

 

（１）通知項目 

  ａ 受益証券発行信託に係る契約の変更日 

  ｂ 変更の内容 

 

（２）添付する書類 

   変更後の受益証券発行信託に係る契約 

 

10．受益者集会の招集 

受益者集会の招集（受益者集会に準ずるものを含みます。以下同じ。）

について、振替受益権の発行者（受託者）が招集する場合には、決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ
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後、信託監督人又は受益者が招集する場合には、受託者が受益者集会

の招集を知った後、所定の書式に次の通知項目を記載し、通知してく

ださい。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

 ａ 受益者集会の招集に係る権利確定日 

  ｂ 受益者集会において受益者が行使できる権利の内容 

 

（２）添付する書類 

   受益者集会についての内容の分かるもの（プレスリリース等） 

 

11．受益者の権利を確定させるための日の設定 

  受益者の権利を確定させるための日の設定を決定した場合には、所

定の書式に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「総受益者通知事由の

発生」となります。） 

 

（１）通知項目 

ａ 受益者の権利を確定させるための日 

ｂ 受益者を確定する理由 

 

（２）添付する書類 

 受益者の権利を確定させるための日についての内容の分かるもの

（プレスリリース等） 

 

12．届出事項の変更 

（１）商号、登記上の本店所在地又は代表者の役職・氏名の変更 

商号、登記上の本店所在地又は代表者の役職・氏名の変更を決定

した場合には、所定の書式に通知項目を記載し、通知してください。 

   また、登記後速やかに、ｂの書類を通知してください。 

 

ａ 通知項目 

（ａ）変更後の内容 

（ｂ）変更日 

 

ｂ 添付する書類 

    登記事項証明書 

 

（２）情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更 

情報取扱責任者の変更（部署及び連絡先の変更を含みます。）、機

構との連絡担当部署又は緊急時連絡先 Fax 番号の変更を行う場合に

は、所定の書式に変更後の内容を記載し、通知してください。 

 

 （３）その他届出事項の変更 

下記ａからｉまでの事項の変更を決定した場合には、所定の書式

に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「届出事項の変更」と

なります。） 

 

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 届出書面「法人情報

届出書」（CMN-B01） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 届出書面「業務責任

者及び業務担当者等届

出書」（CMN-B05） 

 

 

※ ａからｈまでの届出

事項の変更の場合に

は、通知書式「発行者

の決定事項等の通知

（その他通知事項用）」

（ST96-03） 
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内  容 備  考 

ａ 振替受益権の銘柄名称 

ｂ 受益者名簿管理人 

ｃ 受益証券発行信託の計算期日 

ｄ 受益証券発行信託に係る契約の期間 

ｅ 金融商品取引所における振替受益権の売買単位 

ｆ 指定転換請求者 

ｇ 上場する金融商品取引所 

ｈ 調整受益権数（発行者分）の記録先口座 

ｉ 振替受益権の公示の内容 

 

 

（ａ）通知項目 

 イ 変更の内容 

 ロ 変更日 

 

（ｂ）添付する書類 

変更後の受益証券発行信託に係る契約【ｂ、ｃ又はｆの事項

の変更の場合のみ】 

 

13. 特定の銘柄の受益債権に係るすべての債務の支払 

  特定の銘柄の受益債権に係るすべての債務の支払の決定をした場合

には、所定の書式に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

   特定の銘柄の受益債権に係るすべての債務の支払の決定 

 

（２）添付する書類 

特定の銘柄の受益債権に係るすべての債務の支払を行うこと及び

当該支払いに係る日程の分かるもの（プレスリリース等） 

 

14．金融商品取引所への上場廃止の原因となる事実の発生 

 金融商品取引所への上場廃止の原因となる事実が発生した場合に

は、所定の書式に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

   上場廃止の原因となる事実の内容 

 

（２）添付する書類 

上場廃止の原因となる事実の内容の分かるもの（プレスリリース

等） 

 

15．振替受益権に関する権利及びその取扱いに関する重要な事項の決定 

  １．から 14．までに掲げる場合を除いて、振替受益権に関する権利

及びその取扱いに関する重要な事項を決定した場合には、所定の書式

に次の通知項目を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「銘柄情報

通知フォーマット」（S

T07-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 
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内  容 備  考 

   振替受益権に関する権利及びその取扱いに関する重要な事項 

 

（２）添付する書類 

振替受益権に関する権利及びその取扱いに関する重要な事項につ

いての内容の分かるもの（プレスリリース等） 

  

16．振替受益権に関する重要な事実の発生 

  １．から 15．までに掲げる場合を除いて、振替受益権に関する重要

な事実が発生した場合には、所定の書式に次の通知項目を記載し、通

知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

（１）通知項目 

   振替受益権に関する重要な事実の内容 

 

（２）添付する書類 

振替受益権に関する重要な事実の内容の分かるもの（プレスリリー

ス等） 

 

17．その他機構が別に定める場合 

  １．から 16．までに掲げる場合を除いて、機構が別に定める場合に

該当するときは、所定の書式にその内容を記載し、通知してください。 

（Targetほふりサイトで選択する通知事項は、「その他」となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通知書式「発行者の

決定事項等の通知（そ

の他通知事項用）」（ST

96-03） 

※ 17．その他機構が別

に定める場合を定めた

ときは、発行会社通知

等で御連絡します。 

  

以 上 
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